
実施期間（定期接種の時期） 年齢 各年度の対象者生年月日

65  昭和３５年４月２日生　～　昭和３６年４月１日生

70  昭和３０年４月２日生　～　昭和３１年４月１日生

75  昭和２５年４月２日生　～　昭和２６年４月１日生

80  昭和２０年４月２日生　～　昭和２１年４月１日生

85  昭和１５年４月２日生　～　昭和１６年４月１日生

90  昭和１０年４月２日生　～　昭和１１年４月１日生

95  昭和　５年４月２日生　～　昭和　６年４月１日生

100  大正１4年４月２日生　～　大正１５年４月１日生

100歳以上  大正１4年４月１日以前生まれ

65  昭和３６年４月２日生　～　昭和３７年４月１日生

70  昭和３１年４月２日生　～　昭和３２年４月１日生

75  昭和２６年４月２日生　～　昭和２７年４月１日生

80  昭和２１年４月２日生　～　昭和２２年４月１日生

85  昭和１６年４月２日生　～　昭和１７年４月１日生

90  昭和１１年４月２日生　～　昭和１２年４月１日生

95  昭和　６年４月２日生　～　昭和　７年４月１日生

100  大正１５年４月１日生　～　昭和　２年４月１日生

65  昭和３７年４月２日生　～　昭和３８年４月１日生

70  昭和３２年４月２日生　～　昭和３３年４月１日生

75  昭和２７年４月２日生　～　昭和２８年４月１日生

80  昭和２２年４月２日生　～　昭和２３年４月１日生

85  昭和１７年４月２日生　～　昭和１８年４月１日生

90  昭和１２年４月２日生　～　昭和１３年４月１日生

95  昭和　７年４月２日生　～　昭和　８年４月１日生

100  昭和　２年４月２日生　～　昭和　３年４月１日生

65  昭和３８年４月２日生　～　昭和３９年４月１日生

70  昭和３３年４月２日生　～　昭和３４年４月１日生

75  昭和２８年４月２日生　～　昭和２９年４月１日生

80  昭和２３年４月２日生　～　昭和２４年４月１日生

85  昭和１８年４月２日生　～　昭和１９年４月１日生

90  昭和１３年４月２日生　～　昭和１４年４月１日生

95  昭和　８年４月２日生　～　昭和　９年４月１日生

100  昭和　３年４月２日生　～　昭和　４年４月１日生

65  昭和３９年４月２日生　～　昭和４０年４月１日生

70  昭和３４年４月２日生　～　昭和３５年４月１日生

75  昭和２９年４月２日生　～　昭和３０年４月１日生

80  昭和２４年４月２日生　～　昭和２５年４月１日生

85  昭和１９年４月２日生　～　昭和２０年４月１日生

90  昭和１４年４月２日生　～　昭和１５年４月１日生

95  昭和　９年４月２日生　～　昭和１０年４月１日生

100  昭和　４年４月２日生　～　昭和　５年４月１日生

令和９年 (2027)年度

高齢者帯状疱疹 定期接種対象者　年度別生年月日表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和７年度～令和11年度）

令和７年(2025)年度

2025年4月1日～2026年3月31日

令和８年 (2026)年度

2026年4月1日～2027年3月31日

〇定期接種対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種と
  て扱う。

〇令和12年度以降は、65歳の者のみ定期接種対象者となる予定です。

〇各年度、接種日に60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫の
  機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者についても対象となります。

2027年4月1日～2028年3月31日

令和10年 (2028)年度

2028年4月1日～2029年3月31日

令和11年 (2029)年度

2029年4月1日～2030年3月31日


